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令和８年度新規採用等に伴う４月当初の被扶養者認定手続等について（通知） 

 

 日頃より、公立学校共済組合の業務運営に関して、御理解・御協力いただきありがとうございます。 

 令和８年度の新規採用及び異動等により、新たに公立学校共済組合東京支部の組合員資格を取得する組合員

の御家族を被扶養者とする場合等、下記により被扶養者認定手続（以下、「認定手続」という。）を行っていただ

きますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 対象者（新規認定） 

  次のいずれかの者であって、被扶養者申告書の所属所受理日が令和８年３～４月中の日付であるもの。 

  ア 令和８年度の新規採用等組合員（公務員共済組合からの転入者を含む。以下「新規採用等組合員」とい

う。）の被扶養者としての要件を満たす家族 

  イ 令和８年４月中に組合員の被扶養者としての要件を満たす家族（今回対象者を拡大） 

  ※ 被扶養者としての要件は、「福利厚生事務の手引」（令和８年１月版）の５０～５９頁を参照してくだ

さい。 

 

２ 認定手続の流れ 

（１）認定手続書類の受付 

  本通知施行日から、受付を実施します。「被扶養者申告書（４月当初認定用）」〔別紙〕を使用のこと。 

  下記３の必要書類が事前に用意できること（新規採用等組合員の場合は、組合員番号が決まっているこ

と）を条件として、３月中の事前受付を実施します。詳しくは、別紙１を参照してくさい。 

 

（２）被扶養者の資格確認書の発行 

  令和８年４月２２日（水）以降、一斉交付します。令和８年度当初に認定された被扶養者の資格確認書に

ついては、一斉交付により委託業者から発送いたします。詳しくは、別紙２を参照してくさい。 

 

３ 必要書類 

  組合員の資格取得理由等により下表の書類が必要です。 

  また、公務員共済組合からの転入者の家族で、転入前の共済組合で被扶養者として認定されていた場合（下

表ア－１の場合）を除き、認定事由により別途書類が必要となる場合があります。 

 

 ただし、認定手続の負担軽減を図るため、４月当初の新規認定（上記１の対象者であって、被扶養者申告書

の所属所受理日が令和８年３～４月中の日付であるもの）に限り、次の書類の提出は省略とします。 



 提出を省略とする書類（４月当初の新規認定に限る。） 

（１）戸籍謄本の写し、組合員と同居が要件となる者の認定においては世帯全員の住民票の写し。 

（２）子の認定において夫婦共働きの場合の夫婦双方の収入を証明する書類。主たる扶養義務者が他にいる

場合のその者と組合員の収入を証明する書類及び非扶養証明書。【ただし、新規採用組合員（下表ア－１

及びア－２）に限り省略可能とします。他の場合（下表イ）は提出が必要です。】 

（３）認定事由が「離職したとき」の場合で、雇用保険被保険者離職票の写し、退職証明書又は退職発令通知

書の写し、雇用保険被保険者資格喪失通知書の写し。 

（なお、「雇用保険に関する確認書」〔用紙 No.扶養８〕は提出が必要です。また、「雇用保険の受給が

終了したとき」を含め、雇用保険受給資格者証を持っているときはその写しの提出が必要です。） 

 表（４月当初の新規認定） 

組合員の資格取得理由等 認定区分 必要書類 手引参照頁 

転入(他支部，他共済，国共済) 

 
ア－１ 公務員共済組合からの転
入者の被扶養者としての要件を
満たす家族で、転入前の共済組合
で被扶養者として認定されてい
た場合に限る。 

※ 民間の健康保険、私学共済や、
公務員共済組合であっても任意
継続組合員からの再就職者は含
まない（転入者には該当しな
い。）。 

普通認定 

（扶養手当あり） 

① 被扶養者申告書（４月当初認

定用）〔別紙〕 

② 資格喪失証明書※４又は直前
の共済組合の資格確認書等※５

の写し、東京都職員共済組合原
票の写し 

「福利厚生事
務の手引」（令
和８年１月
版） 
６８頁 

特別認定 

（扶養手当なし） 

上記のほか 
③ 国民年金第３号被保険者関
係届（２０歳以上６０歳未満の
配偶者のみ必要）※１※２ 

※ 申請理由書〔用紙 No.扶養６〕
は不要です。 

 

 

 

 

上記以外 

 

ア－２ 上記以外の新規採用等組
合員の被扶養者としての要件を
満たす家族 

 
イ 令和８年４月中に組合員の被
扶養者としての要件を満たす家
族 

普通認定 
（扶養手当あり） 

① 被扶養者申告書（４月当初認

定用）〔別紙〕 

② 直前の健康保険の資格喪失
証明書※４（ただし、国民健康保
険に加入中の場合、又は夫婦の
年収逆転に伴い先に子を認定
する場合は、資格確認書等※６の
写し） 

※ 認定事由により、別途書類が
必要となる場合があります。 

「福利厚生事
務の手引」（令
和８年１月
版） 
６２頁 

特別認定 
（扶養手当なし） 

上記のほか、 
③ 国民年金第３号被保険者関
係届（２０歳以上６０歳未満の
配偶者のみ必要）※２ 

④ 申請理由書〔用紙 No.扶養６〕
が必要です。 

 
※ 認定事由が「収入があると
き」の給与等支払証明書、「収入
がないとき」の非課税証明書の
写し等、対象者本人の収入の有
無を確認する書類は、１８歳未
満（高校生以下）を除き省略で
きません。 

「福利厚生事
務の手引」（令
和８年１月
版） 
６３～６５頁 

備考 

国民年金第３号被保険者関係届について 

※１ 転入（他支部）については、転入前後で組合員が加入する年金制度が同じ場合（組合員種別（一般組合員・
短期組合員）が変更とならない場合）には、国民年金第３号被保険者関係届の提出は不要です（不明な場合は



提出してください。）。ただし、年金制度が同じ場合でも、転入前後で被扶養配偶者の住民票上の住所が変更と
なった場合には、国民年金第３号被保険者住所変更届の提出が必要です。 

※２ 組合員が６５歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合、配偶者が６０歳未満でも制度の対象外
となるため、国民年金第３号被保険者関係届の提出は不要です。 

※３ 配偶者が退職後に被扶養者としての要件を満たしたが、健康保険上は組合員の被扶養者とならずに退職時の
健康保険の任意継続被保険者等となることを選択した場合には、国民年金第３号被保険者関係届の単独の届け
出が可能です。この場合は、被扶養者申告書の欄外余白に「国年３号のみ届出」と明記し、上表の必要書類の
ほか任意継続被保険者等となったことが確認できる書類の写しを添付して提出してください。 

 

資格喪失証明書、資格確認書等の写しについて 

※４ 資格喪失証明書に対象者（認定する家族）の情報（名前・資格喪失日等）が記載されていることを確認して
ください。記載されていない場合は受付ができません（特に私学共済について散見されます。）。直前に加入し
ていた健康保険組合等から認定する御家族の情報の記載がある資格喪失証明書の交付を受けてください。 

※５ 直前の共済組合の資格確認書等とは、以下２つをいいます。いずれか１点を提出してください。 
なお、認定する家族の直前の共済組合の資格確認書等に組合員本人の氏名の記載がない場合は、組合員の直

前の共済組合の資格確認書等の写しの提出も必要となります。 
① 直前の共済組合の資格確認書の写し 
② マイナポータルにおける「医療保険の資格情報」をプリントアウトしたもの（「保険者名」が公務員共
済組合であるもの。印刷日時又は保存日時が被扶養者申告書の提出日から１か月以内のものに限る。） 

※６ 国民健康保険に加入中の場合、又は夫婦の年収逆転に伴い先に子を認定する場合は、以下２つのうちいずれ
か１点を提出してください。 
① 国民健康保険、又は健康保険（共済組合）の資格確認書の写し 
② マイナポータルにおける「医療保険の資格情報」をプリントアウトしたもの（印刷日時又は保存日時が
被扶養者申告書の提出日から１か月以内のものに限る。） 

 

４ その他 

（１）配偶者の扶養手当廃止に伴う手続については、別紙３を参照してください。 

（２）組合員が退職後も任用される場合で、退職時点で被扶養者であった者の認定手続については、別紙４を

参照してください。 

（３）被扶養者の氏名・住所変更（「福利厚生事務の手引」（令和８年１月版）８２頁）、被扶養者の認定取消（同

７０～７１頁）、被扶養者の要件変更（配偶者の扶養手当廃止に伴うものを除く。）（同６９頁）、限度額適用

認定証の申請（同１１５～１１７頁）の事務手続は、通常月と変わりません（必要書類も通常どおりです。）。 

（４）資格情報のお知らせ（「福利厚生事務の手引」（令和８年１月版）９頁）についても、被扶養者の新規認定、

氏名変更も含め、一斉交付により委託業者から発送いたします。 

（５）被扶養者としての要件の確認 

   例年、被扶養者の収入超過等により、遡って認定取消となるケースが多く見られます。取消日以降に被

扶養者の資格を使って保険医療機関等を受診していた場合、その期間に公立学校共済組合が保険医療機関

等に支払った医療費や各種給付金を全額返還していただくこととなります。 

   ４月当初は必要書類の負担軽減を図っておりますが、所属所におかれては、該当被扶養者の収入状況の

確認や扶養義務者の収入の比較等を行い、被扶養者としての要件を満たしていることを確認した上で、手

続していただくようお願いいたします。 

（６）資格証明書の発行（原則発行禁止） 

   認定手続予定又は認定手続中であっても、被扶養者として認定されていない者については、資格証明書

〔用紙 No.資格証明〕を発行することはできません。これに反して資格証明書を発行した結果、無資格受診

となった場合には、公立学校共済組合が保険医療機関等に支払った医療費等を組合員に全額返還していた

だきます。 

ただし、共済組合での認定手続完了後、一斉交付で資格確認書が届くまでの取扱いについては、別紙２を



参照してください。 

 

（７）チャットボットについて 

本通知の内容や資格関係の一般的な問合せには、チャットボット（事務手続等に関する問合せに対して

回答を自動で生成するプログラム）を是非御活用ください。 

                        

 

 

 

 

 

５ 添付資料 

（１）別紙１ 令和８年度当初の認定手続書類の受付について 

（２）別紙２ 年度当初の被扶養者資格確認書の一斉交付について 

（３）別紙３ 配偶者の扶養手当廃止に伴う手続について 

（４）別紙４ 組合員が退職後も任用される場合で、退職時点で被扶養者であった者の認定手続 

（５）様式 「被扶養者申告書（４月当初認定用）」〔別紙〕及び記入例 

（６）参考  提出書類早見表 

 

問合せ先 

公立学校共済組合東京支部 給付貸付課資格担当 

電話 ０３－５３２０－６８２６ 

https://www.kouritu.or.jp/tokyo/topics/R8chat/index.html

